
別紙４（※ 本様式は、郵便等により提出することはできません。） 

 

届 出 事 項 等 の 異 動 届 

 

                                                                      令和  年  月  日 

 青森県選挙管理委員会  殿 

 

                               政治団体の名称                         

 

                               事務所の所在地 青森県                     

 

                                               

 

                               代 表 者 の 氏 名                                       

  
                                                   （注）新の届出で記入すること 
 

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 事 項 

 政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容 
 

の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 異 動 事 項                                 

 

 

 

 

 

２ 内   容   

 (1) 新 

 

 

 

 

 

 (2) 旧                       

 

 

 

 

 

３ 異動年月日              

 

 

（備考） 

 １ 異動の日から７日以内に届け出ること。 

 ２ 代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場

合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 ３  既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなった場

合には、法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあってはその代表者である公

職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあっては同号の公職の

候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、それぞれ異動事項に記載すること。 

 ４ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体が法第１９条の８第２項の規定による通知

を受け、当該国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の届出をする場合には、当該通知に係る文書

を併せて提出すること。 

 ５ 政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約その他の政令

で定める文書（法第１８条の２第１項の規定による政治団体にあっては、開催計画書その他の政令

で定める文書）の内容に異動があった場合には、異動後の文書を提出すること。 

に異動があったので、同法第７条 


